
北名古屋市道路占用料新旧対照表（令和８年４月１日改定） 

新 旧 

別表（第２条関係） 

占用物

件の種

類 

区分 単位 占用料 

（単位：円） 

法第３

２条第

１項第

１号に

掲げる

工作物 

第１種電柱 １本１年

につき 

９９０ 

第２種電柱 １，５００ 

第３種電柱 ２，０００ 

第１種電話柱 ８８０ 

第２種電話柱 １，４００ 

第３種電話柱 １，９００ 

その他の柱類 ８８ 

共架電線その他上 長さ１メ ９ 

空に設ける線類 ートル１

年につき 

 

地下に設ける電線

その他の線類 

５ 

路上に設ける変圧

器 

１個１年

につき 

８６０ 

地下に設ける変圧

器 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

５３０ 

変圧塔その他これ

に類するもの及び 

１個１年

につき 

１，８００ 

別表（第２条関係） 

占用物

件の種

類 

区分 単位 占用料 

（単位：円） 

法第３

２条第

１項第

１号に

掲げる

工作物 

第１種電柱 １本１年

につき 

９５０ 

第２種電柱 １，５００ 

第３種電柱 ２，０００ 

第１種電話柱 ８５０ 

第２種電話柱 １，４００ 

第３種電話柱 １，９００ 

その他の柱類 ８５ 

共架電線その他上 長さ１メ ９ 

空に設ける線類 ートル１

年につき 

 

地下に設ける電線

その他の線類 

５ 

路上に設ける変圧

器 

１個１年

につき 

８３０ 

地下に設ける変圧

器 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

５１０ 

変圧塔その他これ

に類するもの及び 

１個１年

につき 

１，７００ 



 公衆電話所   

郵便差出箱及び信

書便差出箱 

７４０ 

広告塔 表示面積

１平方メ

ートル１

年につき 

２，２００ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，８００ 

法第３

２条第

１項第 

外径が０．０７メ

ートル未満のもの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

３７ 

外径が０．０７メ ５３ 

２号に

掲げる

物件 

ートル以上０．１

メートル未満のも

の 

 

外径が０．１メー

トル以上０．１５

メートル未満のも

の 

７９ 

外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満のも

の 

１１０ 

 公衆電話所   

郵便差出箱及び信

書便差出箱 

７２０ 

広告塔 表示面積

１平方メ

ートル１

年につき 

２，４００ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，７００ 

法第３

２条第

１項第 

外径が０．０７メ

ートル未満のもの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

３６ 

外径が０．０７メ ５１ 

２号に

掲げる

物件 

ートル以上０．１

メートル未満のも

の 

 

外径が０．１メー

トル以上０．１５

メートル未満のも

の 

７７ 

外径が０．１５メ

ートル以上０．２

メートル未満のも

の 

１００ 



 外径が０．２メー

トル以上０．３メ

ートル未満のもの 

 １６０ 

外径が０．３メー

トル以上０．４メ

ートル未満のもの 

２１０ 

 

外径が０．４メー

トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

３７０ 

外径が０．７メー

トル以上１メート

ル未満のもの 

５３０ 

外径が１メートル

以上のもの 

１，１００ 

法第３

２条第

１項第

３号に

掲げる

施設 

自動

運行

補助

施設 

法第

２条

第２

項第

５号

に規

定す

る自

動運

行装

置に 

地下

に設

ける

もの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

５ 

 外径が０．２メー

トル以上０．３メ

ートル未満のもの 

 １５０ 

外径が０．３メー

トル以上０．４メ

ートル未満のもの 

２００ 

 

外径が０．４メー

トル以上０．７メ

ートル未満のもの 

３６０ 

外径が０．７メー

トル以上１メート

ル未満のもの 

５１０ 

外径が１メートル

以上のもの 

１，０００ 

法第３

２条第

１項第

３号に

掲げる

施設 

自動

運行

補助

施設 

法第

２条

第２

項第

５号

に規

定す

る自

動運

行装

置に 

地下

に設

ける

もの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

５ 



  

 

 

 

よる

検知

の対

象と

して

設置

する

導線

その

他の

線類 

その

他の

もの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

１８ 

道路の構造

又は交通の

状況を表示

する標示柱

その他の柱

類 

１本１年

につき 

１，４００ 

その

他の

もの 

上空

に設

ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

８８０ 

 

 

 

 

地下

に設

ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

５３０ 

 

 

 

  

 

 

 

よる

検知

の対

象と

して

設置

する

導線

その

他の

線類 

その

他の

もの 

長さ１メ

ートル１

年につき 

１７ 

道路の構造

又は交通の

状況を表示

する標示柱

その他の柱

類 

１本１年

につき 

１，４００ 

その

他の

もの 

上空

に設

ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

８５０ 

 

 

 

 

地下

に設

ける

もの 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

５１０ 

 

 

 



 その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，８００ 

法第３２条第１項第４号に掲

げる施設 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，８００ 

法第３

２条第

１項第

５号に

掲げる

施設 

上空に設ける通路 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，１００ 

地下に設ける通路 ６６０ 

その他のもの １，８００ 

法第３

２条第

１項第

６号に

掲げる

施設 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートル１

日につき 

２２ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２２０ 

 

 

 

 

 その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，７００ 

法第３２条第１項第４号に掲

げる施設 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，７００ 

法第３

２条第

１項第

５号に

掲げる

施設 

上空に設ける通路 占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

１，２００ 

地下に設ける通路 ７１０ 

その他のもの １，７００ 

法第３

２条第

１項第

６号に

掲げる

施設 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートル１

日につき 

２４ 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２４０ 

 

 

 

 



令第７

条第１

号に掲

げる物

件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的

に設け

るもの 

表示面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２２０ 

その他

のもの 

表示面積

１平方メ

ートル１ 

年につき 

２，２００ 

標識 １本１年

につき 

１，４００ 

旗ざお 祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

１本１日

につき 

２２ 

その他

のもの 

１本１月

につき 

２２０ 

アーチ 車道を

横断す

るもの 

１基１月

につき 

２，２００ 

その他

のもの 

１基１月

につき 

１，１００ 

令第７

条第１

号に掲

げる物

件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的

に設け

るもの 

表示面積

１平方メ

ートル１

月につき 

２４０ 

その他

のもの 

表示面積

１平方メ

ートル１ 

年につき 

２，４００ 

標識 １本１年

につき 

１，４００ 

旗ざお 祭礼、

縁日そ

の他の

催しに

際し、

一時的

に設け

るもの 

１本１日

につき 

２４ 

その他

のもの 

１本１月

につき 

２４０ 

アーチ 車道を

横断す

るもの 

１基１月

につき 

２，４００ 

その他

のもの 

１基１月

につき 

１，２００ 



令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げ 

る工事用材料 

占用面積

１平方メ 

ートル１

月につき 

２２０ 

令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げ

る施設 

占用面積

１平方メ

ートル１ 

月につき 

１８０ 

令第７条第１１号に掲げる応

急仮設建築物 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

近傍類似の土地

の時価に０．０

３１を乗じて得

た額 

  備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げ 

る工事用材料 

占用面積

１平方メ 

ートル１

月につき 

２４０ 

令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げ

る施設 

占用面積

１平方メ

ートル１ 

月につき 

１７０ 

令第７条第１１号に掲げる応

急仮設建築物 

占用面積

１平方メ

ートル１

年につき 

近傍類似の土地

の時価に０．０

３３を乗じて得

た額 

  備考 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


